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確

市

青 税

納
定
申
告
を
す
れ
ば

税
金
が
戻
る
方

･

県
民
税
の

申
告
に
つ
い
て

色
申
告
と

　
　
税
務
相
談

理
士
が
行
う

無
料
申
告
相
談

付
期
限
及
び
振
替

納
税
の
お
す
す
め

　

昨
年
１
年
間
に
所
得
が
あ
り
、

次
に
該
当
す
る
方
で
す
。

⑴
平
成
25
年
分
の
事
業
所
得
や
不　
　

　

動
産
所
得
な
ど
の
各
種
所
得
金　

　

額
の
合
計
額
が
扶
養
控
除
、
基

　

礎
控
除
、
そ
の
ほ
か
の
所
得
控

　

除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

⑵
給
与
所
得
の
あ
る
方
で

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円　

　

を
超
え
る
方

②
給
与
を
１
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い　

　

て
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以

　

外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

　

20
万
円
を
超
え
る
方

③
給
与
を
２
ヵ
所
以
上
か
ら
受
け　

　

て
い
て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

　

か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
給

　

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

　

得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を

　

超
え
る
方

※
年
金
所
得
者
の
申
告
手
続
の
簡

素
化
に
つ
い
て

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、そ
れ
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
く
な

り
ま
し
た
。こ
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定

申
告
書
は
提
出
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、確
定
申
告
が
不
要
な

方
で
も
、公
的
年
金
等
以
外
の
所

得
が
あ
る
方
は
、市
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。

申告は、早めに、正しく！

　

平
成
25
年
分
の
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て
、
源
泉

徴
収
さ
れ
た
税
金
が
納
め
過
ぎ
に

な
っ
て
い
る
方
は
、
還
付
を
受
け

る
た
め
の
申
告
（
還
付
申
告
）
が

で
き
ま
す
。

⑴
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除
・

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な　

　

ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

⑵
平
成
25
年
に
中
途
で
退
職
し
た

　

後
就
職
し
な
か
っ
た
方
で
、
年

　

末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

※
税
金
の
還
付
を
受
け
る
場
合

は
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
と
な

り
ま
す
。
口
座
番
号
等
の
分
か

る
も
の
を
用
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
納
税
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

依
頼
書
に
預
金
口
座
番
号
を
記

入
し
、
預
金
届
出
印
を
押
印
の
う

え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
納
付
期
限
（
口
座
振
替
以
外
）

　

３
月
17
日
㊊

◆
口
座
振
替
日　

４
月
22
日
㊋

確
定
申
告
が

必
要
な
方（
例
）

　国税庁のホームページで所得税及び復興特別所得
税の確定申告書が作成(検算)できます
http://www.nta.go.jp
　また、作成した申告情報を利用して電子申告
（e-Tax）をすることもできます。
　くわしくは、e-Taxホームページをご覧ください。
　※電子申告の際は、電子証明書（有効期限３年）
が必要です。期限切れにご注意ください。e-Taxを
利用して所得税及び復興特別所得税の申告をすると
下記の利点があります。

その１　添付書類の提出または提示を省略できます。
医療費の領収書や源泉徴収票等の記載内容
を入力して送信することで、書類の提出ま
たは提示を省略できます（確定申告期限か
ら５年間、書類の提出または提示を求めら
れることがあります）。

その２　還付金を早く受け取ることができます。
e-Taxで申告された還付申告は、書面での
申告と比べて早期処理されています（３週
間程度に短縮）。

確定申告書が作成（検算）できます。

◆
提
出
先

　

茂
原
税
務
署
ま
た
は
金
融
機
関

◆
提
出
期
限　

３
月
17
日
㊊

　

税
理
士
記
念
日
事
業
と
し
て
、

経
験
豊
富
な
税
理
士
が
無
料
で
相

談
に
応
じ
ま
す
。

◆
相
談
日　

２
月
24
日
㊊

◆
時
　
間　

９
時
30
分
～
12
時
、

　

13
時
～
16
時

◆
対
　
象　

小
規
模
事
業
者

◆
場
　
所　

市
役
所
市
民
室

◆
問
合
せ　

千
葉
県
税
理
士
会
茂　

　

原
支
部
☎

（26）
７
３
７
２

　
（
平
日
の
午
前
中
に
限
る
）

　

茂
原
市
青
色
申
告
推
進
協
議
会

で
は
、
次
の
期
間
に
青
色
申
告
の

普
及
と
税
務
相
談
を
行
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
期
　
間　

２
月
12
日
㊌
～
３
月　

　

14
日
㊎
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

◆
時
　
間　

９
時
～
11
時
30
分
、

　

13
時
～
15
時
30
分

◆
場
　
所　

茂
原
青
色
申
告
会
館　

　
（
茂
原
市
道
表
12
番
地
）

◆
問
合
せ　

茂
原
税
務
署
管
内
青

　

色
申
告
会
☎

（23）
１
２
７
３

　

市･

県
民
税
が
課
税
と
な
る
方

は
、
控
除
等
の
申
告
も
れ
の
な
い

よ
う
適
切
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
と
市
・
県
民
税
で
は
各
種

控
除
の
額
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
し
て
い
な
か
っ
た
控

除
な
ど
が
あ
れ
ば
、
市
・
県
民
税

の
申
告
を
す
る
こ
と
で
、
市
・
県

民
税
の
額
が
減
額
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、収
入
の
な
い
方
で
も
、国

民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
軽
減
措
置
、税
関
係
証

明
書
の
発
行
、各
種
福
祉
関
係
の

所
得
判
定
等
の
基
礎
資
料
と
な
り

ま
す
の
で
、申
告
書
の
裏
面
に
該

当
事
項
を
記
入
の
う
え
申
告
し
て

く
だ
さ
い
（
同
居
親
族
の
扶
養
に

な
っ
て
い
る
方
は
除
く
。た
だ
し
、

年
金
支
払
報
告
書
だ
け
で
扶
養

に
な
っ
て
い
る
方
は
、申
告
が
必

要
で
す
）。市
・
県
民
税
の
申
告
書

は
、昨
年
度
の
申
告
状
況
な
ど
に

よ
り
２
月
５
日
頃
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
は
市
市
民
税
課

と
本
納
支
所
庶
務
会
計
係
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。


